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船舶事故調査報告書 

 

                             平成２７年３月１９日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 転覆 

発生日時 平成２６年１１月２９日 ０９時４５分ごろ 

発生場所 高知県四万十
し ま ん と

町志和
し わ

埼南西方沖 

 上ノ加江
か み の か え

港防波堤灯台から真方位１７４°６,２００ｍ付近 

 （概位 北緯３３°１３.４３′ 東経１３３°１５.２６′） 

事故調査の経過  平成２６年１２月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸

事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第四幸伸
こうしん

丸、１.１トン 

 ＫＯ３－５０１５４（漁船登録番号）、個人所有 

 ６.３６ｍ（Lr）×２.１２ｍ×０.７１ｍ、ＦＲＰ 

 ガソリン機関、１１kＷ、平成１０年８月２４日 

 第２８２－２０８７２号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６３歳 

 一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

  免許登録日 平成１４年１１月８日 

  免許証交付日 平成２４年３月９日 

         （平成２９年１１月７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 船体及び機関に濡損 

 事故の経過  本船は、船長ほか２人が乗り組み、船長が船尾右舷側に腰を掛けて

船外機を操作し、１人が船尾左舷側に、他の１人が船体中央部に重ね

て置いた刺し網の前方にそれぞれ腰を掛け、志和埼の南西方９００ｍ

付近の、距岸約１００ｍに刺し網を設置するため、四万十町志和漁港

を出港した。 

 本船は、志和埼を通過して南西進中、左舷正横方から高起したうね

りを受け、左舷側が持ち上がり、平成２６年１１月２９日０９時４５

分ごろ右舷側に転覆した。 

 船長ほか２人の乗組員は、本船が転覆する際に海へ投げ出されたの

ち、船底を上にした状態の本船に上がって救助を待っていたところ、

付近を航行中の船舶に発見された。 

 船長ほか２人の乗組員は、前記の付近航行船舶から海上保安庁へ通
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報が行われ、乗組員のうち１人が高知県危機管理部消防政策課消防防

災航空隊所属のヘリコプターによって吊
つ

り上げ救助され、船長及び他

の乗組員が高知県警察須崎
す さ き

警察署配備の警備艇（おおとさ）によって

１１時１４分ごろ救助され、いずれも志和漁港へ運ばれた。 

 本船は、知人の船舶によって志和漁港へえ
．
い
．
航された。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北西、風力 １～２、視界 良好 

海象：気象庁の沿岸代表点「土佐湾」（本事故発生場所から東南東

１３.３海里付近）における波浪観測値は、高さ１.９ｍ、周期７

秒及び波向南東であった。 

 高松地方気象台は、１１月２８日１７時４０分に四国沖北部へ海上

強風警報を発表し、２９日０５時４０分に次の内容に切り替えた。 

 四国沖北部では、南西の風が強く、最大風速は３５ノット（１８メー

トル）。今後１８時間以内に次第に弱まる見込み。 

 なお、海上強風警報は、本事故時も発表中であり、２９日１１時４０

分に解除された。 

 その他の事項  本船は、和船型の船舶であり、中央部に１枚の長さが約３５ｍの網

を８枚つなげた刺し網を重ねて置いており、航行中、刺し網は一方の

舷側に片寄ることはなかった。 

 船長は、翌日に行われる祭りで販売する魚を捕るため、当初、刺し

網を四万十町大鶴津
お お つる つ

東方沖に設置する予定であったが、早く帰って祭

りの準備を行う必要があったので、近場に設置することとし、当初の

刺し網設置場所へ向かう経路より陸側を航行していた。 

 船長は、志和埼を通過後、南方から寄せるうねりを認めていたもの

の、大きなうねりを認めておらず、本事故発生場所に至った所で突然

に高起したうねりを受けた。また、船長は、転覆後、救助を待ってい

た約２時間において、付近に本船が受けたような高起したうねりは認

めなかった。 

 船長は、本事故発生場所付近の海底に根（岩）が存在していること

を知っており、本船が受けたうねりは、根によって高起したものであ

ると思った。 

 船長ほか２人の乗組員は、いずれも救命胴衣を着用しておらず、ま

た、全員が携帯電話を所持していなかった。 

 気象庁のホームページによれば、うねりは、水深の浅い海岸（防波

堤、磯、浜辺など）付近では海底の影響を受けて波が高くなりやすい

性質があり、沖から来たうねりが急激に高くなることがある。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 

あり 

なし 

あり 
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 判明した事項の解析  本船は、土佐湾に波高１.９ｍのうねりが寄せる状況下、志和埼南

西方沖の浅所域付近を南西進中、高起したうねりを左舷側に受けたこ

とから、船体が持ち上げられて右舷側に転覆したものと考えられる。 

 船長は、早く帰って祭りの準備を行う必要があったので、刺し網を

当初の設置予定場所より志和埼に近い場所に設置することとし、陸岸

に寄って航行したことから、浅所域で高起したうねりを受けたものと

考えられる。 

原因  本事故は、本船が、土佐湾に波高１.９ｍのうねりが寄せる状況

下、志和埼南西方沖の浅所域付近を南西進中、高起したうねりを左舷

側に受けたため、船体が持ち上げられて右舷側に転覆したことにより

発生したものと考えられる。 

参考  今後の同種事故等の再発防止及び被害の軽減に役立つ事項として、

次のことが考えられる。 

 ・海底に根が存在しているような浅所域では、うねりが隆起する場

合があるので、浅所域を避けて航行すること。 

 ・小型船舶の暴露甲板に乗船中は、救命胴衣等の着用に努めるとと

もに、適切な着用を心掛けること。 

 ・不測の事態に備え、携帯電話を所持するなどして陸上との連絡手

段を確保しておくこと。 

 ・海上強風警報などが発表されている場合、風浪の高まりが予想さ

れるので、出港を控えることが望ましい。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拡大図へ 
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